
亀岡市相談支援従事者研修助成金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 市長は、特定指定相談支援事業者及び障害児相談支援事業者の相談支援専門員の

育成及び確保を推進し、相談支援体制の整備を図るため、相談支援事業従事者研修に係る費

用の一部に対し、亀岡市補助金等交付規則（昭和４１年亀岡市規則第５号）及びこの要綱の

定めるところにより、予算の範囲内において亀岡市相談支援従事者研修助成金（以下「助成

金」という。）を交付する。 

 （対象者） 

第２条 助成金の交付の対象となる者は、申請時点において、次の各号のいずれかに該当す

るものとする。 

⑴ 亀岡市内の障害福祉サービス事業所又は障害児通所支援事業所に勤務する者 

⑵ 事業所の所在地が亀岡市内にある障害福祉サービス事業所又は障害児通所支援事業所

に勤務する者が受講した研修に係る費用を支払った法人又は事業所 

 （対象経費） 

第３条 助成金の対象となる経費（以下「対象経費」という。）は、相談支援従事者研修事

業実施要綱（平成１８年４月２１日付け障発第０４２１００１号厚生労働省社会・援護局障

害保健福祉部長通知「相談支援従事者研修事業の実施について」別紙）別表１及び別表２に

定める研修（修了したものに限る。）（以下「研修等」  

という。）に係る費用とする。 

 （助成金の額） 

第４条 助成金の額は、研修等１件につき対象経費の実支出額（他の制度により、対象経費

に対する助成を受ける場合は、当該助成額を控除した額）に２分の１を乗じて得た額（１，

０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）とする。 

 （交付の申請） 

第５条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、研修等の修了日

から起算して１年以内に亀岡市相談支援従事者研修助成金交付申請書（別記第１号様式。以

下「申請書」という。）に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

⑴ 研修等の修了又は受講を確認できる書類等の写し 

⑵ 対象経費を支払ったことを確認できる書類等の写し 

⑶ 申請者が第２条第１号に該当する者である場合は、亀岡市内の障害福祉サービス事業

所及び障害児通所支援事業所に現に勤務していることを確認できるもの 

 （交付決定及び通知） 

第６条 市長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、助成

金の交付の可否を決定し、亀岡市相談支援従事者研修助成金交付（不交付）決定通知書（別

記第２号様式）により、申請者に通知するものとする。 



 （請求及び交付） 

第７条 申請者は、前条の規定による交付決定通知を受けたときは、請求書を市長に提出す

るものとする。 

２ 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、申請者に対し、速やかに助成金を交付

するものとする。 

 （交付決定の取消し等） 

第８条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付決定を受けた

ときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金があるときは、期限を定めて当

該助成金の全部又は一部を返還させることができる。 

  

 （その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施し、令和８年度以降に実施される研修から適用する。 


